
平成31年４月23日
庁　  議    資　 料

狛江市債権管理条例に基づく債権放棄について

債権放棄日

（単位：円）

債権放棄額 債権名 放棄額 人数 期別件数

2,040 放課後クラブ利用者負担金 2,040 2 2

0

0

0

0

0

0

2,040

条例第７条第５号該当

条例第７条第６号該当

条例第７条第７号該当

合計

平成31年3月29日

放棄事由

条例第７条第１号該当

条例第７条第２号該当

条例第７条第３号該当

条例第７条第４号該当


